
議案第22号 

 

多可町立キャンプ場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

多可町立キャンプ場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定することにつ

いて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、議決

を求める。 

  

  令和３年３月２日提出 

 

多可町長 吉 田 一 四     

 



多可町立キャンプ場条例の一部を改正する条例 

令和 年 月 日 

条例第    号 

多可町立キャンプ場条例（平成18年多可町条例第26号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項ただし書中「とし、ファイヤー場の利用は、午後10時まで」を削る。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第７条、第13条関係） 

施設の名称 使用区分 使用単位 料金 

キャンプサイト 宿泊をする場合 １人１泊 550円 

 宿泊をしない場合 １人１日 330円 

ログハウス 宿泊をする場合 １泊 5,500円 

 宿泊をしない場合 １日 2,750円 

バーベキューサイト  １回 550円 

 備考 

  自動車を利用してキャンプをする場合は、１台につき1,100円を加算する。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



( 1/1 ) 

多可町立キャンプ場条例の新旧対照表  

 

現            行 改            正 

（開場時間） （開場時間） 

第４条 キャンプ場の開場時間は、午前８時30分から午後５時までとする。ただし、宿泊

による利用の場合には、午後１時30分から翌日午前11時までとし、ファイヤー場の利用

は、午後10時までとする。 

第４条 キャンプ場の開場時間は、午前８時30分から午後５時までとする。ただし、宿泊

による利用の場合には、午後１時30分から翌日午前11時までとする。 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

別表第２（第７条、第13条関係） 別表第２（第７条、第13条関係） 

区分 金額 

鳥羽キャンプ

場 

宿泊をする場合 １人１泊につき 330円 

宿泊をしない場合 １人１日につき 220円 

ログハウスを使

用した場合 

宿泊をする場合 １泊につき 4,400円 

宿泊をしない場合 １日につき 2,200円 
 

施設の名称 使用区分 使用単位 金額 

キャンプサイト 
宿泊をする場合 １人１泊 550円 

宿泊をしない場合 １人１日 330円 

ログハウス 
宿泊をする場合 １泊 5,500円 

宿泊をしない場合 １日 2,750円 

バーベキューサイト  １回 550円 
 

備考 備考 

１ ファイヤー場を使用した場合は、１回につき3,140円 自動車を利用してキャンプをする場合は、１台につき1,100円を加算する。 

２ テントサイトを使用した場合は、１サイト１泊につき1,100円 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 




